
令和 6 年度 クレオ大阪子育て館 男女共同参画セミナー 

主催：大阪市立男女共同参画センター子育て活動支援館 

指定管理者:大阪市立男女共同参画推進事業体(北) 代表者 

日 程 ①1 月19 日(日) テーマ【職場でのトラブル〜ハラスメント・労働基準法〜】  

②1 月 26 日(日) テーマ【男女間のトラブル〜DV・離婚・性暴力など〜】 

 時 間 14：00〜15：30（両日） ※①②各回ごとの申込です。 

対 象  テーマに関心がある方 

定 員  各 50 名（申込先着順） 

形 式  オンライン（Zoom ミーティング） 

申込方法   クレオ大阪子育て館ホームページより 

講 師   松井 圭子さん（松井隆雄法律事務所 弁護士）  

出席確認のため、Zoom へ入室の際は

申込時のお名前に変更をお願いします。 

（大阪市立男女共同参画センター子育て活動支援館） 

知っておきたい！ 

女性を守る法律講座 

 

 

    

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

【申込・お問合せ先】 

 

〒530-0041 大阪市北区天神橋 6-4-20 7F  電話：06-6354-0106／FAX：06-6354-0277 

 開館時間：平日 10 時～21 時／土日祝日 10 時～17 時  《年末年始(12/29～1/3)は休館》 

URL：https://www.creo-osaka.or.jp/north/ 

≪個人情報の取り扱いについて≫  

取得した個人情報は、クレオ大阪の指定管理者が、クレオ大阪で実施する事業に使用し、個人情報保護法に基づき、適正に管理します。 

お申込みはこちらから 

クレオ大阪子育て館 HP 

<講師プロフィール> 
大阪弁護士会所属。大阪大学大学院高等司法研究科修了。 
離婚問題（不貞慰謝料請求・セクハラ問題）を得意としており、夫婦関係に悩む方 
からの相談にも多数対応。自己破産、中小企業・個人事業主の方からの事業に関する 
相談、交通事故、遺言・相続の法律相談など、幅広い分野で活躍。 

受講 

無料 

女性が安心して社会で暮らし、働くために、女性が自身を守るために知っておきたい 

法律の知識を学びます。職場でのトラブル・男女間のトラブルに焦点を当て、女性の 

弁護士である講師が解説します。 

オンライン講座 

令和 7 年 


